
軽自動車税（種別割）減免申請について 

 

申請期限 納期限前７日まで 

 

必要書類 ①軽自動車税（種別割）納税通知書 

      （納税通知書が届く前の申請については、必要ありません。） 

②身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳 

（4月 2日以降手帳交付の場合は次年度から減免対象となります。） 

③運転免許証（運転する方のもの） 

④自動車車検証 

⑤家族（生計一の者）又は介護者が運転する場合は、障がい者の方のために 

運転することが要件となるため、下記証明書も必要となりますので御注意 

ください。 

 

○通園、通学、通院証明書 

※ 通園、通学証明書は、賦課期日（４／１）以降に発行されたものに 

限ります。 

※家族運転の場合は月１回以上、介護者運転の場合は週３回以上が 

要件のため、回数が記入されている証明が必要です。 

 

 

 

（注意） 

○ 身体障害者等が所有する軽自動車になります。ただし、１８歳未満の身体障害者及び

精神障害者及び知的障害者の場合は家族所有でも可能です。 

○ １人 1台のみ減免対象となりますので御注意ください。（普通自動車も含む。） 

○ 申請期日後は次年度の減免となります。 

○ 障害の等級、部位により該当にならない場合もあります。 

○ 精神障害者、知的障害者については本人が運転する場合は該当になりません。 

家族・介護者運転の場合 


